
船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年５月１８日 １６時３０分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港鶴崎
つるさき

泊地 

 大分港鶴崎西防波堤灯台から真方位１４９°１,３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１６.２′ 東経１３１°４１.１′） 

事故の概要  押船第十大栄
だいえい

丸は、バージ明和
め い わ

１２号と押船列を構成して入港中、

浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年６月９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十大栄丸、１９トン 

   ２７３－１２５１２愛媛、明和興産有限会社 

Ｂ バージ 明和１２号、総トン数不詳 

   なし、明和興産有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約７０㎝（鶴崎） 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、大分港鶴崎東岸壁に着岸する目

的で、船長が操船に当たり、スクラップ約５００ｔを積載したＢ船と

押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、大分港鶴崎泊地を

南南東進していた。 

 船長は、前方にブイが見えたので、同ブイが事前に会社から聞いて

いた鶴崎泊地の浅瀬を示すブイであると思い、左方に針路を変えて東

側の岸壁に近づいて航行していたところ、同岸壁付近の浅所（以下

「本件浅所」という。）にＢ船が乗り揚げた。 

 船長は１１８番通報を行い、本船は潮位が上がるのを待って自力で

離礁した。 

 船長は、事前に会社から鶴崎泊地の西側に浅所があると聞いていた

が、ブイの西側に浅所があるものと勘違いしていた。船長は、大分港

鶴崎泊地は初めて航行するので、事前に海図等で水路調査を十分に行

っていれば良かったと本事故後に思った。 

 本事故時のＡ船押船列は、Ａ船の喫水が、船尾約１.０ｍで、Ｂ船

の喫水が船首及び船尾共に約１.５ｍであった。 

分析  Ａ船押船列は、着岸目的で入港中、船長が、前方にブイが見えた



際、本件浅所がブイの右方にあると思い、ブイの左方に針路を変えて

本件浅所に向けて航行したことから、本件浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、着岸目的で入港中、船長が、前方にブイ

が見えた際、本件浅所がブイの右方にあると思い、ブイの左方に針路

を変えて本件浅所に向けて航行したため、本件浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、出入港に際し、事前に海図等で航行予定海域の水路調査

を行い、浅所の拡延状況や水深を把握すること。 

 


